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総論

峡北地域の水道事業においては、上水道事業の他に、小規模な簡易水道が数多く存在して
いたが、産業の発展や生活水準の向上等を時代背景として、生活用水の需要が増加し、地下
水を水源とした水道だけでは、地域住民の生活用水の確保が困難な状況になるものと見込ま
れ、将来の水資源の確保について早急な対策を立てることが求められていた。
そこで、関係市町村が協力し、安定した水道水源の確保に努めると共に､安全で効率的な供

給体制を確立するため､山梨県が行う大門ダム及び塩川ダムの建設に併せ、ダム水を水源とす
る水道用水供給事業が計画された。
峡北地域広域水道企業団（以下「企業団」という。）は、山梨県が策定した広域的水道整備

計画に基づき、韮崎市、北杜市（旧高根町、旧長坂町、旧大泉村、旧小淵沢町、旧明野村、旧
須玉町）及び甲斐市（旧双葉町）へ、計画水量1日最大 28,000m3を供給する事業として昭和
55 年( 1980 年)7 月に設立された。
大門系は、昭和 56 年( 1981 年)3 月に水道用水供給事業の経営認可（旧厚生大臣認可）を

得て、昭和 58 年( 1983 年)12 月より建設事業がスタートし、昭和 63 年( 1988 年)3 月の大門
ダム及び大門系施設の完成を踏まえ、同年 4 月より北杜市北部（旧高根町、旧長坂町、旧大
泉村、旧小淵沢町）への供給を開始した。
塩川系は、韮崎市、甲斐市（旧双葉町）及び現在の北杜市南部（旧明野村及び旧須玉町）へ

水道用水を供給するための事業として平成 2年( 1990 年)より建設事業が始まり、平成 10 年
( 1998 年)3 月に塩川浄水場をはじめとする塩川系施設が完成した。平成 10 年( 1998 年)4 月
より水道用水の供給を開始する予定だったが、塩川ダム湛水試験の遅れによりダムの完成が
延びたことから、暫定水利使用許可（旧建設省関東地方建設局長許可）を得た上で韮崎市の
一部への供給を開始した。同年６月には、塩川ダムが完成したことから、同年 9 月より塩川
系への本格的な用水供給を開始した。

企業団では、平成12年度( 2000 年度)に策定し、平成 26年度( 2014 年度)に改定した「峡
北地域広域水道用水供給事業総合整備計画」に基づき、更新事業の取り組みを推進している。
特に、兵庫県南部地震（平成７年( 1995 年)）以降、国内で頻発している地震災害等の発生状
況を踏まえると、30年以上前の設計である大門系施設については耐震性及び経年劣化が懸念
されることから、先行して更新事業を行う必要があるものと考えられる。一方、構成市の水
道事業においては、人口減少の影響に伴う給水収益の低下によって水需要に大きな変化が生
じ、その経営環境は年々厳しさを増してくることが想定されており、このことは、企業団に
おける事業運営にも影響を及ぼすことが考えられる。
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企業団は、この状況に対応するため、構成市への用水供給事業を担う水道事業体として、
水道施設の健全性を維持するために計画的な更新を進めつつ、将来の事業運営のあり方に見
合う合理的監視体制の確立、施設規模の最適化など、経営基盤強化のための取り組みを推進
していく必要がある。       
そこで、当該計画について改めて必要な見直しを行い、短期的には大門系施設の更新を中

心とした計画を策定し、中長期的には塩川系施設の更新も含めた水道施設総合整備計画（以
下「本計画」という。）を策定する。

水需要の見通し

企業団から供給している各市の水道事業についてそれぞれ水需要予測（※1）を行った。そ
れぞれの水道事業における水需要は、人口減少に伴い減少していくことが見込まれており、
将来における一日平均給水量は、今後 20年間で約 30％減少する見通しとなっている。
このような状況の中、将来において企業団に求められる用水供給量を見込むことは困難で

あるが、給水量の低下による料金収入の減少が見込まれている構成市の水道事業においては、
現有施設における動力費、修繕費等の維持管理費抑制のため、短期的には、企業団から供給
される水道用水の積極的な利用が進められることが想定される。
従って、中長期的には企業団から供給される用水の需要減少を招くことが想定されるもの

の、短期的には一定程度を維持するものとした。
※1：水需要予測は、H23∼R2 の実績を構成市より入手し、企業団の用水供給区域分について R3∼R22 までの推計を行った。

今後の水需要の見通し

＊一日平均給水量、給水人口は、各構成市の企業団の用水供給区域分の値を合算したものである。
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現状と課題の整理

経常収支比率をみると、平成 30年度( 2018 年度)は、大門浄水場及び塩川浄水場における
浄水発生土処理業務の影響による委託料、薬品費及び負担金等の増による水道事業費用の増
加に伴い、若干数値が低下しているが、基本的に毎年度100％を超える状況となっている。
有形固定資産減価償却率は、類似団体（※2）における平均値と比較して低い数値となって

おり、施設の更新が切迫している状況ではないが、大門系施設は、供用開始から33年が経過
し、電気・機械設備等の経年劣化が進行しつつあることから、計画的な更新の準備が必要な
状況といえる。
このような状況を踏まえ、将来的な更新需要の高まりに備えるため、日頃から経常費用の

抑制に努めるとともに、将来における更新費用の確保を念頭においた事業運営が求められる。
※2：類似団体の対象は、全国の全ての用水供給事業者

H27 H28 H29 H30 R1

企業団 117.67 118.64 120.38 115.07 122.04

平均値 113.33 114.05 114.26 112.98 112.91
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構造物・設備の機能診断

昭和 63年度( 1988 年度)に供用開始した大門系施設については、設計された時期を踏まえ
ると、建築構造物及び土木構造物（以下「構造物」という。）の耐震性が懸念される状況にあ
ったことから、平成19年度( 2007 年度)において主要施設の耐震診断を行った経緯があり、
その結果、土木構造物を中心にレベル 2 地震動に対する耐震性能が低く、耐震補強を要する
旨指摘されている。耐震詳細診断を行った施設及びその結果については、次の表のとおりで
ある。

耐震詳細診断結果と耐震補強の要否

＊凡例 〇：必要な耐震性能を有している    ×：必要な耐震性能を有していない      ―：対象外
＊Is 値                ：構造物の耐震性能を表す指標
＊CTU・SD 値                ：構造物の粘り強さで、建築物の平面・立面形状等から求まる耐震性能に係る指標
＊L1＝レベル 1 地震動 ：当該構造物の耐用年数中に 1 度は発生すると想定される規模の地震

耐震診断では、当該地震に対して損傷しない性能が求められる。
＊L2＝レベル 2 地震動 ：過去から将来にわたって当該箇所に起こり得る最大規模の地震。耐震診断では、

当該地震に対して被害が発生しても水理機能は失わない性能が求められる。

耐震簡易診断を行った施設及びその結果については、次の表のとおりである。ただし、簡
易診断は、地盤条件や構造物の形状などによって簡易的に判定するものであるため、簡易診
断の結果により、耐震性能の有無を評価することはできない。したがって、今後は、塩川系
を含め、簡易診断を行った施設についても、施設の重要度等を踏まえつつ、詳細診断を実施
していくことが望ましい。

耐震簡易診断結果と詳細診断の要否

＊耐震性評価点は 10 点を上限とし、点数が大きいほど耐震性が低い。

Is値

による判定

CTU・SD値

による判定

L1耐震性能

有無

L2耐震性能

有無

建築 大門浄水場操作棟 〇 〇 ー ー 不要

建築 大門浄水場浄水池上屋 〇 〇 ー ー 不要

建築 大門浄水場沈殿池上屋 〇 〇 ー ー 不要

建築 導水ポンプ場 〇 〇 ー ー 不要

土木 導水ポンプ場沈砂池 ー ー 〇 〇 不要

土木 大門浄水場浄水池 ー ー × × 必要

土木 大門浄水場沈殿池 ー ー × × 必要

土木 大門浄水場ろ過池 ー ー 〇 × 必要

土木 大泉高根第1増圧ポンプ場 ー ー 〇 × 必要

工種

耐震性能(建築)

名称

耐震性能(土木)
耐震補強

の要否

詳細診断の

要否

1 大泉高根第2増圧ポンプ場 ポンプ井 6.58 高い 必要

1 高根増圧ポンプ場 ポンプ井 6.58 高い 必要

1 小淵沢増圧ポンプ場 ポンプ井 6.58 高い 必要

1 長坂増圧ポンプ場 ポンプ井 6.58 高い 必要

5 サージタンク 調整槽 6.47 高い 必要

5 大門浄水場排水処理施設 排水処理施設 6.47 高い 必要

5 大門浄水場天日乾燥床 天日乾燥床 6.47 高い 必要

名称
耐震性
評価点

詳細耐震診断
優先順位

対象施設 耐震性
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大門系設備の機能について、「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライ
ン‑2015‑」に基づいて診断を行い、5段階で運転状態と措置方法を評価した。

主な診断内容と診断方法       設備の健全度と運転状態

 

機械設備

大門系における機械設備のうち、約 31％が健全度 3（劣化が進行しているが、修繕等の措
置によって機能回復が可能な設備）、約21％が健全度 2（本来の機能が発揮できておらず、精
密調査及び更新が必要な設備）の判定であることから、全体の約52％の設備について、修繕
又は更新等が必要な状態である。

大門系機械設備機能診断結果(施設・健全度別の設備数) 

診断内容 診断方法

動作状況、能力 点検記録、外観目視

汚損 外観目視

錆、腐食状況 外観目視

変色 外観目視

変形、亀裂、損傷状況 点検記録、外観目視

経過時間 経過年数

健全度 運転状態 措置方法
5

(5.0～4.1)
4

(4.0～3.1)
3

(3.0～2.1)
2

(2.0～1.1)
動かない
機能停止

設備として機能が発揮できない状態、または、
いつ機能停止してもおかしくない状態等

精密調査や設備の更新等、
大きな措置が必要

1 ただちに設備更新が必要

設置当初の状態で、運転上、機能上問題ない 措置は不要

設備として安定運転ができ、機能上問題ない
が、劣化の兆候が現れ始めた状態

措置は不要

設備として劣化が進行しているが、機能は確保
できる状態機能回復が可能

長寿命化対策や修繕により
機能回復する

5
(5.0～4.1)

4
(4.0～3.1)

3
(3.0～2.1)

2
(2.0～1.1)

1 合計

ダム取水施設 0 0 5 0 0 5
導水ポンプ場 6 18 3 3 0 30
大泉高根第1増圧ポンプ場 5 0 3 0 0 8
大泉高根第2増圧ポンプ場 3 2 2 0 0 7
高根増圧ポンプ場 4 0 5 0 0 9
長坂増圧ポンプ場 2 2 5 0 0 9
サージタンク ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 0
大泉第1受水池 1 0 2 0 0 3
高根第1受水池 1 0 2 0 0 3
大泉第2受水池 1 0 2 0 0 3
高根第2受水池 1 0 2 0 0 3
長坂第1受水池 0 1 3 0 0 4
長坂第2受水池 0 0 3 0 0 3
小淵沢増圧ポンプ場 5 0 4 0 0 9
小淵沢第1受水池 1 1 1 0 0 3
小淵沢第2受水池 0 1 1 0 1 3
大門浄水場 19 30 27 44 1 121

合計 49 55 70 47 2 223

施設名
健全度別設備数
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電気設備

大門系における電気設備のうち、約 62％の設備が健全度 2の判定となり、比較的早期の対
策が必要な状態であることから、優先的に更新を進める必要がある。

大門系電気設備機能診断結果(施設・健全度別の設備数)

まとめ

今回診断の対象とした各設備の特徴として、機械設備は、比較的劣化の予兆が確認できる
ため、経過年数による早期対応の必要性は低いと判断される一方、電気設備は、劣化状況の
判断が難しく、ある一定の期間を超過した時点で著しく故障率が上昇するとともに、供給部
品の調達が難しくなる。以上の特徴を考慮して診断を行った結果、電気設備の健全度が低い
値となった。また、今回の診断方法として設備の経過年数を加味したことにより、機械設備
及び電気設備の大半が健全度３以下の判定となっているが、実際の設備の状況は、定期的な
保守により正常に機能している。
なお、今後は塩川系設備についても診断を行い、計画の策定に活用していくことが望まし

い。

5
(5.0～4.1)

4
(4.0～3.1)

3
(3.0～2.1)

2
(2.0～1.1)

1 合計

ダム取水施設 0 0 1 5 0 6
導水ポンプ場 5 3 1 23 0 32
大泉高根第1増圧ポンプ場 1 0 1 12 0 14
大泉高根第2増圧ポンプ場 1 0 1 10 0 12
高根増圧ポンプ場 1 0 1 10 0 12
長坂増圧ポンプ場 0 0 1 10 0 11
サージタンク 0 0 1 3 0 4
大泉第1受水池 0 1 3 3 0 7
高根第1受水池 0 1 2 4 0 7
大泉第2受水池 0 2 1 4 0 7
高根第2受水池 0 1 2 5 0 8
長坂第1受水池 2 1 1 3 0 7
長坂第2受水池 0 2 1 4 0 7
小淵沢増圧ポンプ場 0 0 1 7 0 8
小淵沢第1受水池 0 1 0 3 0 4
小淵沢第2受水池 0 1 1 4 0 6
大門浄水場 11 39 11 58 0 119

合計 21 52 30 168 0 271

施設名
健全度別設備数
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大門系構造物・設備

大門系では、構造物及び設備として約 87.0 億円の資産を有しており、令和５年度( 2023 年
度)時点では、その内約 40.7 億円が「目標耐用年数」（※3）に達することが見込まれている。
これらは水道用水の供給において重要な施設であることから、施設規模の最適化を図りつ

つ、計画的かつ効率的に老朽化対策を進める必要がある。
※3 目標耐用年数：構造物については、法定耐用年数(※4)に 1.5 を乗じて得た年数とし、機械設備については、標準耐用年数

(※5)に 2.5 を乗じて得た年数とし、電気設備については、標準耐用年数に 1.5 を乗じて得た年数として、
独自に設定した更新間隔の年数

※4    法定耐用年数：公営企業法により定められている有形固定資産の耐用年数
※5    標準耐用年数：「水道施設更新指針 平成 17 年 5 月 日本水道協会」及び「補助事業等により取得し、又は効用の増加し

た財産の処分制限期間(◆平成 20 年 07 月 11 日厚生労働省告示第 384 号)」に基づき設定した耐用年数

大門系構造物・設備の老朽化の見通し

＊健全資産    ：経過年数が法定耐用年数又は標準耐用年数以内の資産
＊経年化資産：経過年数が法定耐用年数又は標準耐用年数を超えて目標耐用年数に至るまでの資産であり、更

新時期に来ているが、健全度や重要度によっては継続使用することができる資産
＊老朽化資産：経過年数が目標耐用年数を超えた資産

塩川系構造物・設備

塩川系では、構造物や設備として約 129.1 億円の資産を有しており、令和５年度( 2023 年
度)時点では、その内約 12.2 億円が「目標耐用年数」に達することが見込まれている。供用開
始は大門系の 10 年後（平成 10 年度( 1998 年度)）であるが、経年化資産が約 66.5 億円と資
産額の約 52％を占めていることから、計画的な老朽化対策を進める必要がある。

塩川系構造物・設備の老朽化の見通し
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現在(R2) 10年後 20年後 30年後 40年後

76～100

51～75

26～50

0～25

管路の機能診断

管路の物理的評価は、「水道施設更新指針 更新計画作成支援のガイドラインとして」（社
団法人 日本水道協会 平成 17 年 5月発行）を基に、事故危険度、水理機能、耐震性強度、
水質保持機能の４項目及び経年化係数について検討し、100 点満点で評価した。

管路の物理的評価点数とその健全度

大門系管路の今後の見通し       塩川系管路の今後の見通し

大門系物理的評価結果

大門系の管路は、現在(R2)から10 年後までは、大部分が健全な状態を維持できると判定さ
れた。しかし、30 年後には約 50%の管路の更新が必要になり、その他の管路についても更新
時期の検討を要する状況となることが想定される。

塩川系物理的評価結果

塩川系の管路は、現在(R2) から 20 年後までは、大部分が健全な状態を維持できると判定
された。しかし、40 年後には約 80%の管路の更新が必要になり、その他の管路についても更
新時期の検討を要する状況となることが想定される。大門系に対して約10年間の猶予はある
が、比較的地盤の悪い箇所を優先しつつ、計画的に更新を進める必要がある。

総合物理評価点数(S)(点) 管路の総合評価

76～100 健全

51～75 一応許容できるが弱点を改良、強化の必要がある

26～50 良い状態ではなく、計画的更新を要する

0～25 きわめて悪い、早急に更新の必要がある
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管路の耐震性評価は、「平成 28 年熊本地震を踏まえた「地震による管路被害予測式」の見
直しに関する検討」(公益財団法人 水道技術研究センター)に準じて、想定地震による推定被
害率を算定することで検討した。推定被害率とは、管種、口径、地盤条件及び想定地震によ
る地表面速度を基に算定する値であり、これにより地震発生時の管路への被害を推計するこ
とが可能になる。想定地震動は、各構成市の地域防災計画で想定している地震の震度を参考
に、地震ハザードステーションより、類似する規模の地震データの地表面速度を取得し、設
定した。

各地域防災計画の想定地震

＊特に被害について記述されている地震については太字で示す

構成市 主な震度 資料

東海地震
南海トラフ地震
南関東直下プレート境界地震（南関東直下型地震）
山梨県内及び県境に存在する活断層による地震

釜無川断層地震
藤の木愛川断層地震
曽根丘陵断層地震
糸魚川―静岡構造線地震

東海地震
南関東直下プレート境界地震（南関東直下型地震）
山梨県内及び県境に存在する活断層による地震

釜無川断層地震
藤の木愛川断層地震
曽根丘陵断層地震
糸魚川―静岡構造線地震

南海トラフ地震(想定には含まれないが個別に対策) 6弱
東海地震
南関東直下プレート境界地震（南関東直下型地震）
山梨県内及び県境に存在する活断層による地震

釜無川断層地震
藤の木愛川断層地震
曽根丘陵断層地震
糸魚川―静岡構造線地震

甲斐市

韮崎市

5弱～5強
北杜市 北杜市地域防災計画（平成31年３月改定）

韮崎市地域防災計画（令和4年3月更新）5強～7

甲斐市地域防災計画（平成29年度改訂版）

想定地震

5強～6弱
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大門系耐震性評価結果

大門系については、約 99％の管路が耐震適合性のある地盤に布設されている。被害率を算
定した結果、大門系の推定被害率は 0.175 件／㎞となった。
なお、当該被害率には耐震性能を有していないとされるT形ダクタイル鋳鉄管が64％を占

めていることが影響している。

大門系周辺の地盤

耐震適合性のある地盤
耐震適合性のない地盤
大門系管路
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塩川系耐震性評価結果

塩川系については、約 97％の管路が耐震適合性のある地盤に布設されている。被害率を算
定した結果、塩川系の推定被害率は 0.110 件／㎞となった。
なお、当該被害率には、地盤条件によっては耐震適合性のある管種とされる K形ダクタイ

ル鋳鉄管の使用率が約 96％と高いことが影響している。

塩川系周辺の地盤

まとめ

推定被害率は、1)及び 2)により、大門系では 0.175 件／㎞、塩川系では 0.110 件／㎞の結
果となった。
これらは、阪神淡路大震災における被害率 0.72 件／㎞と比較すると、極めて小さい値であ

る(平成  23  年（ 2011 年) 東日本大震災における管本体と管路付属設備の被害調査報告書(日
本水道協会))。ただし、大門系で多く使用されている T 形管や、耐震適合性のない地盤に布
設されている一部の管路については、耐震化を検討していく必要がある。

耐震適合性のある地盤
耐震適合性のない地盤
塩川系管路
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アセットマネジメント

今後の更新需要を算出するに当たり、全ての資産を法定耐用年数及び標準耐用年数で更新
した場合を検討したところ、今後 100 年間の更新需要総額は、1,770.5 億円となり、年平均で
17.7 億円となる見通しとなった。

法定耐用年数及び標準耐用年数で更新した場合の

今後１００年間の更新需要の見通し(5 年間隔)

上記の試算の妥当性を検証するとともに、計画の最適化を図るため、「水道事業におけるア
セットマネジメント（資産管理）に関する手引き(厚生労働省)」等を参考とした。また、職員
の努力により適切に維持管理され、設備の延命化が図られていることも考慮し、資産の種類
別にそれぞれ目標耐用年数を設定することとした。これに基づき見直しを行ったところ、今
後 100 年間の更新需要総額は、企業団全体で 884.2 億円となり、年平均で約 8.8 億円となる
見通しとなった。

目標耐用年数で更新した場合の

今後１００年間の更新需要の見通し(5 年間隔)
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設備の更新計画

アセットマネジメントを検討した結果、更新需要が年間平均で約 8.8 億円発生することが
想定されたが、このとおり実施するには財政的負担が過大となることから、構造物、設備及
び管路の老朽化の見通しや機能診断の結果を踏まえ、特に更新の必要性が確認された大門系
設備を優先的に更新していくこととした。

構造物

構造物については、現状は健全な状態だが、令和 37 年度( 2055 年度)を境に構造物の法定
耐用年数の 1.5 倍を経過した老朽化資産が増加する傾向となっている。
本計画では、用水供給に欠かせない優先度の高い設備から更新することとし、構造物の劣

化状況により、更新が必要な場合については、その都度構成市と協議を行うこととし、現段
階においては、本計画の対象から除外することとした。
しかし、大門系の土木構造物については耐震補強の必要があることから、更新の実施にあ

たっては、財源及び施工時期等について構成市との協議を踏まえ、計画する必要がある。

管路

管路については、現状は健全な状態だが、令和 35年度( 2053 年度)を境に、目標耐用年数
を経過した老朽化資産が増加する傾向となっている。
本計画では、用水供給に欠かせない優先度の高い設備から更新することとし、管路の劣化

状況により、更新が必要な場合については、その都度構成市と協議を行うこととし、現段階
においては、本計画の対象から除外することとした。
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10 年間の更新計画

以上により、今後 10 年間の更新計画を下記の表に示す。また、令和15 年度( 2033 年度)以
降は、塩川系についても設備の劣化状況及び財源について考慮しながら更新していくことと
なる。

R5～R14 の更新計画
（単位：千円）

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

ダム取水施設 21,279 51,387 72,666
導水ポンプ場 425,304 177,288 602,592
大門浄水場 220,046 344,920 343,734 367,968 362,972 1,639,640
大泉高根第１増圧 153,163 153,163
大泉高根第２増圧 170,891 170,891
高根増圧 164,303 164,303
長坂増圧 159,684 127,253 286,937
小淵沢増圧 125,433 125,433
高根第１受水池 36,357 36,357
高根第２受水池 36,357 36,357
長坂第１受水池 36,357 36,357
長坂第２受水池 36,705 36,705
大泉第１受水池 36,705 36,705
大泉第２受水池 36,705 36,705
小淵沢第２受水池 36,705 36,705
サージタンク 2,753 2,753
水位計 25,694 25,694
流調弁 73,036 73,036
流量計 50,296 50,296

241,325 425,304 344,920 343,734 343,160 380,871 434,793 378,248 367,968 362,972 3,623,295
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収益的収支

収益的収支については、構成市において給水量の減少に伴う収益の悪化が想定されるが、
企業団の供給水量及び給水料金は、当面の間、現状を維持するものとして検討を行った。
平成 28 年度( 2016 年度)から令和 3 年度( 2021 年度)までの実績として、効率的な事業運

営に努めたことにより毎年度純利益が生じていることから、今後についても、更新計画によ
る減価償却費が増加することにより利益が減少するものの、事業運営の効率化を進めること
により、令和 14 年度( 2032 年度)時点での経常収支は黒字になる見込みとなった。
しかし、設備や構造物の劣化状況により、事後保全の財源を確保する必要があることから、

その経営状況は楽観視できる状況にはない。

収益的収支の見通し
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資本的収支

資本的収入については、令和１１年度をもって償還が終了する見込みとなっている企業債
償還残高の減少に伴って構成市からの負担金も減少し、企業債の償還終了と同時に収入も見
込めない状況となる。
今後は、更新事業の継続性を維持するため、３条予算における安定的な利益剰余金の捻出

により、建設改良積立金を中心とした４条予算における補てん財源を継続的に確保していく
ことが重要である。
一方、資本的支出については、企業団における財政面を考慮し、執行可能な計画とするた

め、法定耐用年数を基にした企業団独自の更新基準となる「目標耐用年数」を設定したうえ、
更新に係る優先度を設定した結果、計画期間における年平均事業費を約３.６億円程度に抑制
した計画とすることができた。
このことにより、これ以後、優先的に大門系施設の更新事業を進めていくに当たり、健全

かつ安定的な水道事業運営を基礎とした更新事業の執行が可能となる。

資本的収支の見通し
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水道施設総合整備計画

平成 13 年 3 月（策定）

平成 16 年 3 月（改訂）

平成 22 年 3 月（改訂）

平成 27 年 3 月（改訂）

令和  4 年 3 月（改訂）

峡北地域広域水道企業団

               〒408-0112

               山梨県北杜市須玉町若神子 744-28

               TEL 0551-42-4830


